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規 則

�愛媛県規則第３５号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則及び愛媛県資源循環促進税条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則及び愛媛県資源循環促進税条例施行規則の一部を改正する規則

（愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第１２号様式及び第１３号様式を次のように改める。

発 行 愛 媛 県
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○ 落札者等の告示……………………………………………………………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）…７７７

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

（書類の様式）

第１条 県の徴収金の賦課徴収について、次の表の左欄に掲げる書

類の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによるものとす

る。ただし、電子情報処理組織により処理する事務に用いる書類

で、これらの様式により難いものについては、知事が別に定める

様式によることができる。

（書類の様式）

第１条 県の徴収金の賦課徴収について、次の 左欄に掲げる書

類の様式は、それぞれ 右欄に掲げるところによるものとす

る。

省略 省略
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（県民税滞納状況報告書）
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７７１

（愛媛県資源循環促進税条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県資源循環促進税条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第６４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の様式等）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ同表の右欄

に掲げるとおりとする。ただし、電子情報処理組織により処理す

る事務に用いる書類で、これらの様式により難いものについて

は、知事が別に定める様式によることができる。

（書類の様式等）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、 同表の右欄

に掲げるとおりとする。

省略 省略

２ 省略

様式第１号（第２条関係） 資源循環促進税特別徴収義務者登録申

請書

２ 省略

様式第１号（第２条関係） 資源循環促進税特別徴収義務者登録申

請書

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第３号（第２条関係） 資源循環促進税特別徴収義務者変更登

録申請書

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第３号（第２条関係） 資源循環促進税特別徴収義務者変更登

録申請書

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第５号（第２条関係） 資源循環促進税徴収猶予申請書

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第５号（第２条関係） 資源循環促進税徴収猶予申請書

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第６号（第２条関係） 資源循環促進税徴収不能額等還付（納

入義務免除）申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

様式第６号（第２条関係） 資源循環促進税徴収不能額等還付（納

入義務免除）申請書

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

省略 省略



愛 媛 県 報令和４年９月２６日 第３４４号

７７２

注１・２ 省略

３ 省略

様式第７号（第２条関係） 資源循環促進税産業廃棄物搬入開始届

出書

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

様式第７号（第２条関係） 資源循環促進税産業廃棄物搬入開始届

出書

省略

事業者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

事業者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第８号（第２条関係） 資源循環促進税産業廃棄物搬入変更届

出書

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第８号（第２条関係） 資源循環促進税産業廃棄物搬入変更届

出書

省略

事業者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

事業者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第９号（第２条関係） 資源循環促進税不均一課税適用申請書

注１・２ 省略

３ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

４ 省略

５ 省略

様式第９号（第２条関係） 資源循環促進税不均一課税適用申請書

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第１１号（第２条関係） 資源循環促進税減免申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

様式第１１号（第２条関係） 資源循環促進税減免申請書

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第１３号（第３条関係） 資源循環促進税特別徴収義務消滅届出

書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

様式第１３号（第３条関係） 資源循環促進税特別徴収義務消滅届出

書

省略

特別徴
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

収義務
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

者

省略

特別徴
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

収義務
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

者
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７７３

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（愛媛県規則における押印等を不要とするための手続の特例に関する規則の一部改正）

２ 愛媛県規則における押印等を不要とするための手続の特例に関する規則（令和３年愛媛県規則第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正）

３ 愛媛県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則（令和４年愛媛県規則第３４号）の一部を次のように改正する。

附則第３項の表を次のように改める。

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第１４号（第７条関係） 資源循環促進税特別徴収義務者証再交

付申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

様式第１４号（第７条関係） 資源循環促進税特別徴収義務者証再交

付申請書

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

省略

申請者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）�

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

改 正 後 改 正 前

申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている

書類の押印、署名又は署名押印（これらに類するものを含む。）に

ついては、次に掲げる規則の規定にかかわらず、申請者、届出者、

報告者等は、これらの行為を行うことを要しない。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている

書類の押印、署名又は署名押印（これらに類するものを含む。）に

ついては、次に掲げる規則の規定にかかわらず、申請者、届出者、

報告者等は、これらの行為を行うことを要しない。

�～� 省略

� 愛媛県資源循環促進税条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第６４

号）様式第１号、様式第３号、様式第５号から様式第９号まで、

様式第１１号、様式第１３号及び様式第１４号

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

改 正 後 改 正 前

申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている

書類の押印、署名又は署名押印（これらに類するものを含む。）に

ついては、次に掲げる規則の規定にかかわらず、申請者、届出者、

報告者等は、これらの行為を行うことを要しない。

�～
 省略

申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている

書類の押印、署名又は署名押印（これらに類するものを含む。）に

ついては、次に掲げる規則の規定にかかわらず、申請者、届出者、

報告者等は、これらの行為を行うことを要しない。

�～
 省略

� 愛媛県公害防止条例施行規則（昭和４７年愛媛県規則第２号）様

式第１号から様式第４号まで、様式第６号、様式第７号、様式第

９号、様式第１２号、様式第１４号から様式第２４号まで及び様式第２６
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７７４

告 示

��������������

�愛媛県告示第９８５号
令和４年度愛媛県消費行動実態調査を次のとおり実施するので、

愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条第２項の

規定により告示する。

令和４年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 調査の目的

消費生活や消費者教育等に対する県民の意識、要望等を把握し、

「愛媛県消費者基本計画（仮称）」の策定や効果的な消費者施策

を推進する上での基礎資料とする。

２ 調査対象の範囲

� 消費者調査票：１８歳以上の男女

� 学校調査票：学校教育法規定の全学校種

� 事業者調査票：平成２８年経済センサス活動調査において従業

員３００人以上の大規模事業所又は中小企業基本法による中小企

業及び小規模事業企業に該当しない大規模事業者

３ 報告を求める事項

� 消費者調査票：コロナ禍での消費に関する変化、デジタル化

の進展に伴う消費の変化、消費者教育に関すること、相談機関

の認知度、消費者トラブルの経験について、ＳＤＧｓの実現や

おもいやり消費に関する消費行動

� 学校調査票：消費者教育の実施状況、社会情勢の変化に対応

した消費者教育の取組

� 事業者調査票：消費者志向経営の取組状況、持続可能な社会

の実現に向けた取組の状況、消費者教育の取組状況

４ 報告を求める事項の基準となる期日又は期間

令和４年９月１日現在

５ 報告を求める者

� 消費者調査票：約２，０００人

� 学校調査票：約７００校

� 事業者調査票：約１００事業者

６ 報告を求めるために用いる方法

� 消費者調査票：オンライン調査による自計方式

� 学校調査票：郵送調査による自計方式

� 事業者調査票：郵送調査による自計方式

７ 報告を求める期間

令和４年９月２９日から１０月１４日までの間

�愛媛県告示第９８６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和４年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

号

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略
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�愛媛県告示第９８８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和４年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９８９号
令和４年９月７日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和４年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

佐々木 隆 史 愛媛県宇和島市
愛媛県西予市明浜町
俵津３番耕地９７３番
ほか２筆

６，３２５

２ 認可年月日

令和４年９月１３日

�������
�愛媛県告示第９９０号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和４年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

宇和島市津島町山財２６７７の３、２６７８の２

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第９９１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

令和４年９月２６日

伯方港港湾管理者 愛媛県

代表者 知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 中村時広

愛媛県松山市岩崎町一丁目７番地７号

２ 埋立区域

� 位置

愛媛県今治市伯方町木浦字�留米木乙１６４番１地先から同字
西須ノ頭甲５３５番１５地先の公有水面

� 区域

次の①点から⑩点までを順次直線を結ぶ春分秋分の満潮位

（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．８０メートル）における公有水面と陸地との

接する線により囲まれた区域

基点（伯方港東防波堤灯台）は、北緯３４度１２分１９秒７、東経

１３３度０７分１９秒１の地点

�愛媛県告示第９８７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和４年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

ドラッグセイムス松山イ
ンター薬局

松山市北土居２丁目１４番
２０号 株式会社西日本セイムス 宇和島市和霊町１２１１番地 代表取締役

谷 康 浩
精神通院医療（薬
局）

令和４年
９月１日

おぐに薬局桜井店 今治市桜井２丁目５番３４
号 株式会社おぐに 松山市北�米町２４９番地 代表取締役

三 浦 稔
精神通院医療（薬
局）

令和４年
９月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

株式会社 ＡＭＢＥＲ
ＭＡＳＴ

松山市衣山５丁目８１５－
２

代表取締役
福 西 裕 史

訪問看護ステーションあ
かりば

松山市朝生田町４丁目１０
－３０ 精神通院医療 令和４年

８月１日

株式会社訪問看護リハビ
リステーションｙｏｕ
ｔｏｏ

上浮穴郡�万高原町�万
２６１番地２

代表取締役
吉 岡 美 鈴

訪問看護リハビリステー
ション ｙｏｕ ｔｏｏ

上浮穴郡�万高原町�万
２６１番地２ 精神通院医療 令和４年

９月１日

名 称
所 在 地 担当する医療の

種類
変 更
年月日変 更 前 変 更 後

ぐんちゅう絆訪
問看護ステーシ
ョン

伊予市米湊６００
番地１ フォル
テｋｉｄｏ２０３
号

八幡浜市１２１１番
地１ 精神通院医療 平成３０年

４月１日
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①の地点は、基点から真北３９度２９分４８秒、３７８．６６メートルの

地点

②の地点は、①の地点から真北１００度０４分０３秒、２６．９７メート

ルの地点

③の地点は、②の地点から真北１９０度０４分０４秒、２９．５３メート

ルの地点

④の地点は、③の地点から真北９９度５６分５９秒、３．５９メートル

の地点

⑤の地点は、④の地点から真北１９０度１５分０２秒、２００．００メー

トルの地点

⑥の地点は、⑤の地点から真北２８０度１６分３３秒、０．８８メート

ルの地点

⑦の地点は、⑥の地点から真北１９０度２２分４１秒、１７．６４メート

ルの地点

⑧の地点は、⑦の地点から真北２８０度１３分５８秒、９．０３メート

ルの地点

⑨の地点は、⑧の地点から真北１９０度１５分４９秒、０．８７メート

ルの地点

⑩の地点は、⑨の地点から真北２８０度００分３８秒、２．５３メート

ルの地点

� 面積

７，３３６．４３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年２月１５日 愛媛県指令１２港第５９９号

４ しゅん功認可年月日

令和４年９月２６日

�������
�愛媛県告示第９９２号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局及び市役所におい

て縦覧に供する。

令和４年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

西の土居Ａ地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１２号までを順次

結んだ線及び標柱１２号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

�������
�愛媛県告示第９９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市大新田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和４年９月２６日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第９９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

五十崎土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

令和４年９月２６日

�愛媛県告示第９９３号
次のとおり落札者を決定した。

令和４年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

市 町 字 地 番 標 柱

新居浜市 金子 御茶屋谷 丙２９番１ １号

丙３０番１ ２号、３号

丙３３番 ４号、５号、７
号、８号、９号

西の土居町二丁目 乙５１１番 ６号

丙３４番１ １０号

乙５０６番 １１号、１２号

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

水稲栽培総合実証機器
一式

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和４年９月１３日
今治ヤンマー株式会社
愛媛県今治市恵美須町
二丁目８番地の３

２４，７９４，０００円 一般競争入札 令和４年７月２９日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 柳 瀬 豊 明 西条市壬生川５５４番地３

〃 古 田 昭 和 西条市大新田１７８番地２

〃 曽我部 恒 夫 西条市大新田２０１番地

〃 柳 瀬 均 西条市壬生川４４８番地１

〃 柳 瀬 好 市 西条市大新田２１８番地

監 事 曽我部 修 三 西条市大新田２０４番地２

〃 柳 瀬 寿 秀 西条市壬生川５５７番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 内 萬 次 西条市大新田２１３番地

〃 曽我部 恒 夫 西条市大新田２０１番地

〃 柳 瀬 豊 明 西条市壬生川５５４番地３

〃 稲 井 重 弘 西条市大新田５５１番地

〃 古 田 昭 和 西条市大新田１７８番地２

監 事 柳 瀬 幸 蔵 西条市大新田２３０番地

〃 柳 瀬 幹 夫 西条市大新田２２４番地
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公営企業告示

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

就 任

退 任

�愛媛県告示第９９６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和４年９月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県公営企業告示第７号
次のとおり落札者を決定した。

令和４年９月２６日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 岡 駿 喜多郡内子町五十崎甲１１０３番地

〃 西 田 一 朗 喜多郡内子町五十崎甲１２２３番地１

〃 仲 田 誠 顯 喜多郡内子町五十崎甲４３２番地

〃 富 田 勝 也 喜多郡内子町大�喜甲４７５番地

〃 井 口 勇 喜多郡内子町平岡甲４２７番地

〃 井 上 一 雄 喜多郡内子町平岡甲１８４８番地

〃 宮 岡 守 喜多郡内子町平岡甲９４６番地

〃 森 敬 造 喜多郡内子町平岡甲８７２番地

〃 上 石 幸 一 喜多郡内子町宿間甲６８番地１

〃 上 田 近 喜多郡内子町宿間甲１２３番地

監 事 高 橋 賢 次 喜多郡内子町五十崎甲１２４５番地

〃 松 森 浩 志 喜多郡内子町平岡甲１６２０番地

〃 力 石 忠 喜多郡内子町宿間甲２６７番地の１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 脇 光 晴 喜多郡内子町五十崎甲１８２０番地

〃 栗 田 謙 一 喜多郡内子町五十崎甲１１５１番地

〃 仲 田 誠 顯 喜多郡内子町五十崎甲４３２番地

〃 富 田 勝 也 喜多郡内子町大�喜甲４７５番地

〃 井 口 勇 喜多郡内子町平岡甲４２７番地

〃 井 上 一 雄 喜多郡内子町平岡甲１８４８番地

〃 宮 岡 廣 行 喜多郡内子町平岡甲９０８番地

〃 前 田 安 正 喜多郡内子町平岡甲７０８番地

〃 山 本 信 幸 喜多郡内子町宿間甲２４１番地

〃 上 石 悟 之 喜多郡内子町宿間甲２３０番地

監 事 � 居 正 喜多郡内子町五十崎甲７４９番地

〃 西 岡 好 生 喜多郡内子町平岡甲６２１番地の２

〃 泉 新 一 喜多郡内子町宿間甲３３７番地

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２９）第８４２７号 平成２９年
９月３日 インテリアショップ神南 平井 康孝 喜多郡内子町内子２７０２ 令和４年

８月２２日 内装仕上工事業 建設業の廃止

（般－１）第１６５４４号 令和元年
８月２１日 丸山建築 丸山 壽 大洲市市木７９７－３ 令和４年

８月３１日 建築工事業 建設業の廃止

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

全身用Ｘ線ＣＴ診断装置 １式
（月額賃借料／県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市湊町
四丁目４番地１
伊予鉄本社ビル２
Ｆ

令和４年８月２５日
キヤノンメディカルフ
ァイナンス㈱
東京都中央区日本橋人
形町二丁目１４番１０号

４，２１０，８００円 一般競争入札 令和４年７月１２日

令和４年９月２６日 発行


